
「農芸化学、畜産学若しくは水産学の課程で食品衛生監視員の任用資格が取得可能な科目を修めて卒業した

者又は卒業見込みの者」とは、以下に示した各課程のうち所定の科目の単位を必要数以上取得（見込みも含

む ）して卒業（見込みも含む ）した者です。。 。

課 程 農芸化学 畜産学 水産学

（１）土壌学 （１）家畜育種学 （１）水産資源学

（２）植物栄養学 （２）家畜品種論 （２）漁業学

（３）生物化学 （３）家畜繁殖学 （３）水産増殖学

（４）応用微生物学 （４）家畜栄養学 （４）水産物利用学

（５）栄養化学 （５）飼料学 （５）水産生物学

所定の （６）食品化学 （６）家畜管理学 （６）水族環境学

（７）農産物利用学 （７）家畜解剖学又は組織学 （７）水産生物化学

科 目 （８）畜産物利用学、水産物利用学 （８）家畜生理学又は生化学

又は林産物利用学

（９）農薬化学 （９）畜産物利用学

（１０）生物有機化学 （１０）草地利用学

（１１）家畜衛生学

（１２）畜産学汎論

（１３）畜産経営論

必 要

取 得 ８科目以上 １１科目以上 ６科目以上

科目数


